
2020年 8 月 11 日 

オーケーコイン・ジャパン株式会社 

【新旧対照表】暗号資産現物取引説明書 

（傍線の部分は変更部分） 

新 旧 

暗号資産現物取引説明書 

オーケーコイン・ジャパン株式会社（以下、「当社」といいます。）が取扱う暗

号資産現物取引（以下、「本取引」といいます。）は、多額の利益が得られるこ

ともある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、本取引を

開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書及び利用規約（以下、「本規

約」といいます。）の内容を熟読し、本説明書のみでなく、本取引の仕組み、内

容及びリスクを十分に把握し、ご理解いただいた上で、ご自身の資力、取引経

験及び取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、ご自身の責任

と判断でお取引くださいますようお願いいたします。 

 

   （略） 

 

本取引のリスク等重要事項 

   （略） 

8. 決済完了性がないリスク：暗号資産における取引は十分な取引確認までに

保留状態が続く場合があります。お客様が暗号資産を当社に送付される場合に

おいて、暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて十分な

暗号資産現物取引説明書 

オーケーコイン・ジャパン株式会社（以下、「当社」といいます。）が取扱う暗

号資産現物取引（以下、「本取引」といいます。）は、多額の利益が得られるこ

ともある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、本取引を

開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書及び本説明書とともに交付

される「利用規約」（以下、「本規約」といいます。）の内容を熟読し、本説明書

のみでなく、本取引の仕組み、内容及びリスクを十分に把握し、ご理解いただ

いた上で、ご自身の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判

断した場合にのみ、ご自身の責任と判断でお取引くださいますようお願いいた

します。 

   （略） 

 

本取引のリスク等重要事項 

   （略） 

8. 決済完了性がないリスク：暗号資産における取引は十分な取引確認までに

保留状態が続く場合があります。お客様が暗号資産を当社に送信される場合に

おいて、暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて十分な



取引確認が取れ、また、当社での確認が行われるまで当社のお客様の残高へ反

映が完了いたしません。お客様の取引が暗号資産の保有・移転管理台帳記録者

のネットワークにおいて否決される場合、暗号資産の価値を喪失する可能性が

あることを予めご認識ください。 

   （略） 

 

本取引のルール及び概要 

5. 取引銘柄 

取引の対象となる取引銘柄、取引単位、呼値の単位、一回あたりの最小・最大注

文数量は下記の通りです。 

取引銘柄は、2 つの通貨を組合せて一つの銘柄とした通貨ペアで表示されます。

左側の通貨 1単位あたりの価格が右側の通貨をもって表示されます。 

取引銘柄 取引単位 呼値の単位 最小注文数量 最大注文数量 

BTC／JPY 0.00000001 0.01 0.001 原則制限はありませ

んが、一度の注文が

該当銘柄の価格の変

動率の 30％を超え

る場合はご注文を制

限させて頂きます。 

BCH／JPY 0.00000001 0.01 0.01 

ETH／JPY 0.00000001 0.01 0.01 

ETC／JPY 0.00000001 0.01 0.1 

LTC／JPY 0.00000001 0.01 0.1 

例） BTC/JPYの購入の場合、BTC/JPYの価格が 1,000,000（1BTC=1,000,000

円）であった時、最小注文数量（0.001BTC）の代金は 1,000 円となります。 

 

    （略） 

取引確認が取れ、また、当社での確認が行われるまで当社のお客様の残高へ反

映が完了いたしません。お客様の取引が暗号資産の保有・移転管理台帳記録者

のネットワークにおいて否決される場合、暗号資産の価値を喪失する可能性が

あることを予めご認識ください。 

   （略） 

 

本取引のルール及び概要 

5. 取引銘柄 

取引の対象となる取引銘柄、取引単位、一回あたりの最小、最大注文数量は下記

の通りです。 

取引銘柄は、2 つの通貨を組合せて一つの銘柄とした通貨ペアで表示されます。

左側の通貨 1単位あたりの価格が右側の通貨をもって表示されます。 

取引銘柄 取引単位 最小発注数量 最大発注数量 

BTC／JPY 0.001 0.001 原則制限はありません

が、一度の注文が該当銘

柄の価格の変動率の

30％を超える場合はご注

文を制限させて頂きま

す。 

BCH／JPY 0.001 0.001 

ETH／JPY 0.01 0.01 

ETC／JPY 0.1 0.1 

LTC／JPY 0.01 0.01 

例） BTC/JPYの買付の場合、BTC/JPYの価格が 1,000,000（1BTC=1,000,000

円）であった時、最小発注数量（0.001BTC）の買付けは 1,000 円となります。 

 

    （略） 



 

9. 金銭・暗号資産の入出金方法 

・金銭の入金 

お客様が当社に預託する金銭は、日本円に限られます。また、お客様による金銭

の預託の方法は、当社の指定した銀行口座への振込入金その他当社所定の方法に

限られます。 

（削除） 

ご入金いただく際の振込名義人名は本取引の口座名義人名と同一のものに限り

ます。振込名義人名と本取引の口座名義人名が相違することが判明した際は、本

取引システムにおける入金処理及び売買発生後であっても当該振込入金の取消

しを行うこととします。これにより発生するリスク及び、ご利用の金融機関での

取消し（組戻し）で発生する費用等は、全てお客様にご負担頂きますので、ご注

意ください。他人名義や、ご本人名義であっても名義（カナ）が異なっている場

合は、他人名義扱いとなり、組戻しの手続きを行っていただくほか、当社の判断

により、本取引の口座を凍結する等の措置を行う場合があります。（削除） 

 

    （略） 

・金銭の出金 

預託された金銭は、出金可能額の範囲で出金申請をすることができます。出金が

可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。出

金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として 3営業日（土日祝日を除

く）以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。ただし、全額出金のご

依頼の際はこの限りではありません。（削除） 

 

 

9. 金銭・暗号資産の入出金方法 

・金銭の入金 

お客様が当社に預託する金銭は、日本円に限られます。また、お客様による金銭

の預託の方法は、当社の指定した銀行口座への振込入金その他当社所定の方法に

限られます。 

振込入金を行う際の銀行口座は、あらかじめ当社にご登録頂いた銀行口座に限る

ものとします。また、ご入金いただく際の振込名義人名は本取引の口座名義人名

と同一のものに限ります。振込名義人名と本取引の口座名義人名が相違すること

が判明した際は、本取引システムにおける入金処理及び売買発生後であっても当

該振込入金の取消しを行うこととします。これにより発生するリスク及び、ご利

用の金融機関での取消し（組戻し）で発生する費用等は、全てお客様にご負担頂

きますので、ご注意ください。他人名義や、ご本人名義であっても名義（カナ）

が異なっている場合は、他人名義扱いとなり、組戻しの手続きを行っていただく

ほか、当社の判断により、本取引の口座を凍結する等の措置を行う場合がありま

す。なお、海外からのご入金は受付けできません。 

    （略） 

・金銭の出金 

預託された金銭は、出金可能額の範囲で出金申請をすることができます。出金が

可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。出

金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として 3営業日（土日祝日を除

く）以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。ただし、全額出金のご

依頼の際はこの限りではありません。なお、海外にある銀行口座等への出金は受

付けできません。 



・暗号資産の入庫 

    （略） 

・暗号資産の出庫 

預託された暗号資産は、出庫可能額の範囲で出庫申請をすることができます。本

取引システムの暗号資産の種類と数量、及び送付先アドレスを通知してくださ

い。出庫が可能な額は、出庫依頼時と実際の出庫時の双方において判断させて頂

きます。各暗号資産の送付時間は、ブロックチェーンにおけるトランザクション

の状況により変化します。コインの特性や、ネットワークの混雑状況により一定

ではありませんので、予めご了承ください。 

    （略） 

    （削除） 

 

 

 

 

 

10. 注文の指示 

お客様は、本取引の注文をするときは、当社の取引時間内に、当社の提供する取

引画面において、次の各号に定める事項を正確に指示するものとします。暗号資

産の購入及び売却には最小注文数量及び最大注文数量があります。「5.取引銘柄」

にてご確認ください。 

①注文する銘柄 

②購入・売却の別 

③注文数量又は注文代金  

・暗号資産の入金 

    （略） 

・暗号資産の出金 

預託された暗号資産は、出金可能額の範囲で出金申請をすることができます。本

取引システムの暗号資産の種類と数量、及び送付先アドレスを通知してくださ

い。出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂

きます。各暗号資産の送付時間は、ブロックチェーンにおけるトランザクション

の状況により変化します。コインの特性や、ネットワークの混雑状況により一定

ではありませんので、予めご了承ください。 

    （略） 

・お客様間振替 

当社に預託した暗号資産は、利用可能な範囲で、お客様の入出金口座と当社シス

テムを利用する他のお客様の入出金口座の間で振替えることができます。振替に

掛かる手数料は無料です。また、本取引システム内部で振替えるため、暗号資産

を振替える場合にブロックチェーン上の承認は必要ありません。 

 

10. 注文の指示 

お客様は、本取引の注文をするときは、当社の取引時間内に、当社の提供する取

引画面において、次の各号に定める事項を正確に指示するものとします。暗号資

産の購入及び売却には最小注文数量及び最大注文数量があります。「5.取引銘柄」

にてご確認ください。 

①注文する銘柄 

②購入・売却の別 

③注文数量  



④注文タイプ（執行条件、注文の有効期限） 

⑤指値注文の場合はその指値価格 

⑥前各号に定める事項のほか当社が指定する事項 

当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、注文を受け付け

ず、又は受け付けた注文を執行しません。 

①購入又は売却に必要な金銭又は暗号資産量が不足している場合 

②当該注文が本説明書等に適合しておらず、又は違反している場合 

③前各号に定める場合のほか当社が不適切であると認める場合 

 

10. 注文の種類と執行方法 

    （略） 

・成行注文 

お客様が注文価格を指定せずに、取引銘柄、注文代金、売買の別のみを指定する

注文方法です。買い注文の場合は、その時点の最も低い価格の売り注文から順番

に注文代金に応じて注文が成立します。同様に、売り注文の場合は、最も価格が

高い買い注文から順番に注文代金に応じて注文が成立します。成行注文は当社で

の注文受付順位の早いものから執行されます。 

    （略） 

 

16. 暗号資産現物取引手数料 

本取引における取引手数料は、お客様の取引量に応じて段階的に安くなるボリュ

ームディスカウント方式を採用しています。 

・お客様に適用される取引手数料は、毎日 16:00 に更新されます。 

④注文タイプ（執行条件、注文の有効期限） 

⑤指値注文の場合はその指値価格 

⑥前各号に定める事項のほか当社が指定する事項 

当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、注文を受け付け

ず、又は受け付けた注文を執行しません。 

①買い付け又は売り付けに必要な金銭又は暗号資産量が不足している場合 

②当該注文が本説明書等に適合しておらず、又は違反している場合 

③前各号に定める場合のほか当社が不適切であると認める場合 

 

10. 注文の種類と執行方法 

    （略） 

・成行注文 

お客様が注文価格を指定せずに、取引銘柄、取引数量、売買の別のみを指定する

注文方法です。買い注文の場合は、その時点の最も低い価格の売り注文から順番

に注文数量に応じて注文が成立します。同様に、売り注文の場合は、最も価格が

高い買い注文から順番に注文数量に応じて注文が成立します。成行注文は当社で

の注文受付順位の早いものから執行されます。 

    （略） 

 

16. 暗号資産現物取引手数料 

メイカー テイカー 

0.10％ 0.12％ 

 



・直近 30 日間の、本取引におけるすべての取引銘柄の取引量が対象です。 

・購入の場合は取引銘柄（通貨ペア）の左側の通貨、売却の場合は取引銘柄（通

貨ペア）の右側の通貨で取引手数料をお支払いいただきます。取引手数料は、約

定後に、受渡し資産から控除されます。 

・取引手数料の最小単位は小数点以下８桁です。小数点以下８桁未満は切り上げ

となります。 

レベル 
直近 30日間の取引量 

（日本円相当） 

メイカ―手数料

（%）（税込） 

テイカー手数料

（%）（税込） 

Lv1 100 万円未満 0.07% 0.14% 

Lv2 100 万円以上 0.06% 0.12% 

Lv3 1,000 万円以上 0.05% 0.10% 

Lv4 1 億円以上 0.04% 0.08% 

Lv5 5 億円以上 0.03% 0.07% 

Lv6 15 億円以上 0.02% 0.06% 

Lv7 30 億円以上 応相談 応相談 

※安定的・継続的な取引量を見込まれる法人のお客様の取引手数料は応相談。 

＜取引手数料と受渡し資産の計算方法＞ 

 取引例 計算式 

購入時 

取引銘柄：BTC/JPY 

購入数量：0.3 BTC 

取引手数料：0.100%  

手
数
料 

0.3(BTC)×0.100(%)＝0.0003 BTC 

受
渡
し 

0.3(BTC)－0.0003(BTC)＝0.2997 BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売却時 

取引銘柄：ETC/JPY 

売却数量：0.5 ETC 

取引手数料：0.100% 

約定価格：675 円 

手
数
料 

0.5(ETC) × 675( 円 ) × 0.100(%) ＝

0.3375 円 

受
渡
し 

0.5(ETC) × 675( 円 ) － 0.3375( 円 ) ＝

337.1625 円 

 

17. 各種手数料 

口座開設  無料 

口座維持  無料 

入金手数料 日本円 

（銀行振込） 
無料（銀行振込手数料はお客様負担） 

入庫手数料 暗号資産 無料（マイナーに支払う手数料はお客様負担） 

出金手数料 

（税込） 

日本円 

（銀行振込） 
一律 400 円 

出庫手数料

（税込） 

暗号資産 暗号資産によって異なります。暗号資産の承

認を行うマイナーに支払う手数料と当社の出

庫手数料を含み、設定の範囲内で、お客様が

任意に指定できます。 

BTC：0.001～0.02 （初期値：0.001） 

BCH：0.001～0.2  （初期値：0.001） 

ETH：0.01～0.2   （初期値：0.01） 

ETC：0.01～0.2   （初期値：0.01） 

LTC：0.001～0.2   （初期値：0.001） 

（削除）  

 

 

 

 

 

 

 

17. 各種手数料 

口座開設  無料 

口座維持  無料 

入金手数料 日本円 

（銀行振込） 
無料（銀行振込手数料はお客様負担） 

 暗号資産 無料（マイナーに支払う手数料はお客様負担） 

出金手数料 日本円 

（銀行振込） 

3 万円未満：550 円（税込） 

3 万円以上：770 円（税込） 

 暗号資産 暗号資産によって異なります。暗号資産の承

認を行うマイナーに支払う手数料と当社の手

数料を含み、設定の範囲内で、お客様が任意

に指定できます。 

BTC：0.001～0.02 （初期値：0.001） 

BCH：0.001～0.2 （初期値：0.001） 

ETH：0.01～0.2 （初期値：0.01） 

ETC：0.01～0.2 （初期値：0.01） 

LTC：0.001～0.2 （初期値：0.001） 

お客様間振

替手数料 

暗号資産のみ 無料 



18. 取引等の確認及び報告 

注文の成立や金銭の入出金、暗号資産の入出庫等の状況（以下、「取引等」とい

います。）は、取引画面で確認することができます。 

    （略） 

19. 金銭及び暗号資産の分別管理方法 

・お預かり金銭の管理方法 

お客様からお預かりした金銭は、FX クリアリング信託株式会社を受託者として

区分管理信託口座を開設し、当社の金銭資産等とは区分して管理いたします。 

 

    （略） 

 

23. 大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応 

    （略） 

② 分岐が発生したときに生じる業務停止措置及び対応方法について 

大規模な分岐が発生した場合、当社の定める期間、暗号資産の入出庫、交換等の

業務を一時停止する可能性があります。 

    （略） 

 

24. 苦情及び紛争の相談窓口 

    （略） 

・協会へのご相談 

当社が加入する一般社団法人日本暗号資産取引業協会においても苦情・相談を受

18. 取引等の確認及び報告 

注文の成立や金銭の入出金、暗号資産の送受信等の状況（以下、「取引等」とい

います。）は、取引画面で確認することができます。 

    （略） 

19. 金銭及び暗号資産の分別管理方法 

・お預かり金銭の管理方法 

お客様からお預かりした金銭は、区分管理信託口座にて、当社の金銭資産等とは

区分して管理いたします。 

 

    （略） 

 

23. 大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応 

    （略） 

② 分岐が発生したときに生じる業務停止措置及び対応方法について 

大規模な分岐が発生した場合、当社の定める期間、暗号資産の送受信、交換等の

業務を一時停止する可能性があります。 

    （略） 

 

24. 苦情及び紛争の相談窓口 

    （略） 

・協会へのご相談 

当社が加入する日本暗号資産取引業協会においても苦情・相談を受け付けていま



け付けています。 

    （略） 

 

附則 

2020 年 3 月 1日制定 施行 

2020 年 5 月 1日改定 施行 

2020 年 5 月 29 日改定 施行 

2020 年 8 月 11 日改定 施行 

以上 

す。 

    （略） 

 

附則 

2020 年 3 月 1日制定 施行 

2020 年 5 月 1日改定 施行 

2020 年５月 29日改定 施行 

 

以上 

 


